
関係各位の皆さま 

 

「おだわら学習帳」「おだわらぬりえ」 

令和 4 年 市内学校無償配布ご協賛のお願い 

 

 

 

 

謹啓 時下ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。 

日頃は格別のご厚情を賜り、誠にありがとうございます。 

 

さて、私たちは平成 28 年より地域の未来を担う地元の子どもたちに、日頃から郷土の歴史・文化・産

業を知って親しんでもらい、より地域に愛着をもって健やかに成長していただくことを目的に「お

だわら学習帳」「おだわらぬりえ」を地元の有志の方々のご協力のもと製作頒布しています。 

 

 これは元々報徳二宮神社が七五三参拝者向けに作成しているものですが、現在は小田原報徳社（報徳

二宮神社崇敬会）が主体となり、企画管理を私たち発起人が務めながら、更にこの趣旨にご賛同いただ

ける企業・団体・個人様を募り、毎年秋に市内小学校・幼稚園・保育園へ無償配布しております。おか

げ様で昨年は小田原市内のすべての小学校(1~6 年生)へ学習帳を約 9000 冊、低学年生と幼稚園・保育園

生(4 歳児)へぬりえを 2800 冊贈呈することができました。 

 

 詳細は別紙の通りでございますが、今年度より学習帳のページを4ページ増刷し、①SDGｓ関連につ

いてや地域のスポーツについて紹介し、現代にも即した内容にしたいと考えております。 

本事業は定款第3条に定めたように、小田原の次世代を担う子供たちが、郷土への愛情と誇りを持っても

らえるよう、地域の歴史や文化・産業など、地域の魅力を伝える活動を行うことを目的としております。  

依然としてコロナ禍が続き、戦争や痛ましい事件が勃発するなど社会情勢は混迷の時代を迎えてお

りますが、このような時代であるからこそ健全なる子供達の成長の一助となることを願い、本年も

配布ができればと思っておりますので、何卒ご協力を賜りますよう心よりお願い申し上げます。 

謹白                                    

  

 令和 4 年 7 月吉日 

 

                          おだわら学習帳配布実行委員会 

発起人 

報徳二宮神社 

                             宮 司     草山 明久 

                            ほうとくエネルギー株式会社 

                             代表取締役   蓑宮 武夫 

                            株式会社 ういろう 

代表取締役 外郎 藤右衛門 

                                                        FM 小田原株式会社 

代表取締役   鈴木 伸幸 

                             

 

 

 

 

 



「おだわら学習帳」「おだわらぬりえ」市内小学校無償配布 詳細 

 

[ 配 布 物 ]  ①おだわら学習帳 ②おだわらぬりえ 

[ 配布目標 ]  ①おだわら学習帳 9,000 冊（6 学年分） ②おだわらぬりえ 2,800 冊（２学年） 

注＊募金総額に応じて配布冊数と学年数は増減します 

[ 配布方法 ]  市内小学校および幼稚園・保育園へ直送  

[ 配布時期 ] 令和 4 年 10 月予定 

[ 主  催 ] 小田原報徳社（報徳二宮神社崇敬会） 

[ 企画管理 ] おだわら学習帳配布実行委員会（＊は事務局会計担当・◎は会計監査役）  

        発起人 草山 明久（報徳二宮神社 宮司）＊ 

蓑宮 武夫（有限会社みのさんファーム 代表取締役）◎ 

外郎 藤右衛門（株式会社ういろう 代表取締役）◎ 

            鈴木 伸幸（FM 小田原株式会社 代表取締役）◎ 

[ 会計管理 ] 今企画専用口座を開設。報徳二宮神社を事務局とする「おだわら学習帳配布実行委員会」

を設置し委員会での監査のもと配布後報告書を作成し、決算報告を含め寄付者へ郵送通

知いたします。残金は繰越金として翌年贈呈分として使用します。 

[ 事業報告 ]   配布完了後に収支報告書を協賛社へ送付いたします。 

[ 募集金額 ] １口１万円 ●法人団体様は 2 口以上 ●個人１口以上 

○寄付者のお名前（法人団体名）は各ノート裏面に順不同にて記載されます。 

この企画にあたり寄付金管理を銀行専用口座にて管理したい為、本会の名称を「おだわら学習帳配布実

行委員会」とし、併せて規約を作成します。規約は別紙参照ください。 

[ 口座名称 ]  おだわら学習帳配布実行委員会 会計 草山 明久  

[ 口  座 ]  さがみ信用金庫 本店（店番００１） 普通 ２１００９３０   

[ 申込期限 ] 令和 4 年 8 月 12 日（金）必着  

 

            [お申込書]    ご返送先：FAX 0465－23－3286 

または Mail: a.kusayama@ninomiya.or.jp 

上記の通りおだわら学習帳配布実行委員会へ申し込みます 

 

※お支払いについては、お申込後 10日を目安に事前振込にてお願い申し上げます。 

（配布終了後、見本誌と収支報告・領収書をあわせて上記ご住所へ送らせていただきます。） 

 

 

寄付者名 

 

フリガナ 

団体名 

 

 

フリガナ 

氏名 

  

寄付金額 １口 1 万円 

           口          円  ※団体は2口より承ります 

ノート裏面 

記載名 

寄付者名と異なる場合はご記入ください。団体の場合は、団体名を記載します。 

 

 

ご連絡先 ご住所 

〒    － 

 

お電話番号    （     ）         



 

 

 

おだわら学習帳配布実行委員会 定款 

 

（名 称） 

第１条 本会は、おだわら学習帳配布実行委員会と称する。 

 

（事務所） 

第２条 本会は、事務局を報徳二宮神社内に置くものとする。 

 

（目 的） 

第３条 本会は、小田原の次世代を担う子供たちが、郷土への愛情と誇りを持ってもらえる 

     よう、地域の歴史や文化・産業など、地域の魅力を伝える活動を行うことを目的とする。 

 

（事 業） 

第４条 本会は、前条の目的を達成するため、以下の事業を行う。 

１． 小田原学習帳の配布（小田原市教育委員会を通じ、市内小学生へ配布） 

２． おだわらぬりえの配布（小田原市教育委員会を通じ、市内小学生へ配布） 

３． その他これに準ずる活動 

 

（会員） 

第５条 本会は、この趣旨に賛同する発起人と協賛者（寄付者）をもって会員とする。 

 

（会計・決算） 

第５条 ①本会の資産の管理と会計業務は、報徳二宮神社 事務局が行う。 

     ②会計業務にあたっては、本会専用口座（さがみ信用金庫本店）を設け管理する。 

     ③会計年度は毎年 4月 1日に始まり、3月末日に終わる。 

     ④会計業務においては、発起人より監査役を設け、審査を受ける。 

     ⑤各年度の残金は、全て繰越金として口座で管理し、次年度製作費に充当する。 

 

（報 告） 

第６条 本会の事業報告ならびに決算報告は、毎年事業 1.2が完了した翌月末までに、発起 

     人および寄付者に対して書面にて報告するものとする。特別な必要性等がない限り、 

     総会等は開催しない。 

（解 散） 

第 7条 万一、本会を解散する場合、口座残金は全て小田原市に寄付するものとする。 

 

（その他） 

第 7条 前条までの条項に当てはまらない条項については発起人相互が誠意をもって対処し 

      決定するものとする。 

 

 

 

 



 

 

 

 

【令和 3 年度実績】 

■協賛社数：36 社 (法人・団体・個人) ■協賛額：117 万円 

■製作贈呈冊数：11,800 冊 （学習帳 9,000 冊：1～6 年生 ぬりえ 2,800 冊：4 歳児・1 年生） 

 

令和 3 年 下中幼稚園での配布のようす       報徳小学校での配布のようす 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

デザイン ・ぬりえ・学習帳ともに協賛社名が入ります（記載社名は前年度協賛社） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


